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新年を迎え決意新たに気が付けばあっという間に 2 月です｡皆様お元気でお過ごしの事と思います｡東京

都平成 15 年度予算案がまとまりました。減収となった前年をさらに下回り都税収入は 3 兆 9,086 億円で大

幅なダウン、8 年ぶりに 4 兆円を割り込む厳しい状況となりました｡人生何十年良い時もあれば、悪い時も

ある。以前、松下幸之助翁が書いていた事を思い出します｡“ 税金を毎年 1 割貯金して、10 年経てば 1 年

間、無税で国が動かせる。 ”いろいろ難しい問題はあると思いますが、単年度会計という考え枠組みを越

えて活力ある予算案に仕上げ、東京発 日本再生のシナリオを創り上げてほしいものです。    (中村)
 

 
 
 
 
 ■総報酬制…従来は主として毎月の給料を保険料計算の基礎としていたため、たとえ年収が同じであって

も、年収に占める賞与の割合が大きいほど保険料負担が軽くなるという不公平が生じていました｡これを、是

正するため平成 15 年 4 月から、賞与についても、毎月の報酬に対する保険料率と同率の保険料を負担する

総報酬制が導入されます｡ 
■保険料率の変更…毎月の報酬に対する保険料率と賞与に対する保険料率が同率となります。 

  ※ 厚生年金保険 1000 分の 135.8   政府管掌保険 1000 分の 82 に変更されます。 
賞与などについては、賞与支給のつど、被保険者ごとの賞与支給額の 1,000 円未満を切り捨て、標準賞与額

（上限は 1 回あたり健康保険 200 万円、厚生年金保険 150 万円）とし、この標準賞与額に保険料率を乗じて

算定します。また、介護保険料や事業主の負担する児童手当拠出金にも同様に総報酬制が導入されます｡ 
 

■算定対象月の変更…平成 14 年までは、原則として 
8 月 1 日現在の被保険者全員について、5 月･6 月･7 月の報酬 
に基づいて、その年の 10 月以降の標準報酬月額を決定してい 
ました｡平成 15 年以降は原則として 7 月 1 日現在の被保険者 
全員について、4 月･5 月・6 月の報酬に基づいて、その年の 
9 月以降の標準報酬月額を決定することになります。 

 

■フロッピーディスクによる届出…平成 14 年 6 月より、資格取得届などの 5 種類の届書につい

て、フロッピーディスクで届出する事ができるようになっています。平成 15 年 4 月からはボーナスからの保

険料徴収にかかる【健康保険・厚生年金保険者賞与支払届】もフロッピーディスクによる届出対象として追

加されます。“届出作成プログラムについては平成 15 年 4 月からバージョンアップしたものが社会保険庁ホ

ームページからダウンロード出来ます｡”                        ( 河野・林 ) 

平成 14 年度まで      定時決定月 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

      算定対象月          適用⇒ 
平成 15 年度から   定時決定月 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

    算定対象月          適用⇒ 

 

 

シリーズ 建設業 
 

建設業経理事務士とは！？  
商工会議所などが行っている簿記検定とは

異なり、（財）建設業振興基金が行っている検
定試験による資格で、１級から４級まであり
ます。経審の評価対象となるのは、建設業経
理事務士検定試験１級に合格した者、並びに
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらと
なる資格を有する者と、建設業経理事務士検
定試験２級試験に合格した者です。また、３
級建設業経理事務士については、平成１５年
度まで評価対象期間が延長されています。  
１級建設業経理事務士等・・・  １点  
２級建設業経理事務士   ・・・0.4 点  
３級建設業経理事務士   ・・・0.2 点  
がそれぞれ与えられ、その合計点が完成工事
高に応じて評価されます。みなさんもチャレ
ンジしてみてはいかがですか？   

(赤塚 ) 

 

２月１４日はバレンタイン・デー 
 この時期になるとデパートなどのお菓子売り場がいっせいに
にぎわいますね。もうすぐバレンタイン・デーです。 
 中世ヨーロッパで、聖バレンタインを愛の守護神とみなし、聖
バレンティヌスの祝日に恋人同士が贈り物やカードを交換する
日として始まりました。日本では、「女性が男性にチョコレート
を送り愛を告白する日」として始まり、お菓子会社の広告によっ
て定着したのですが、それには多くの時間を要したようです。し
かし今では、この時期にチョコレートの消費量は年間の約２割を
占めてるそうです。 
 バレンタイン・デーと同じく、３月１４日のホワイト・デーも
お菓子屋さんが仕掛けたもので全国的に普及しました。 
 お隣、韓国では最近４月１４日を「ブラック・デー」と呼び、
バレンタイン・デーにチョコレートをもらえなかったり、渡す相
手がいなかった人たちが「暗い気持ちで」黒いジャージャー麺を
食べて慰めあうというものです。中華料理屋さんが宣伝活動に励
んでいるようですが、果たしてバレンタイン・デーのように普及
するでしょうか？ 
 それにしても、業界が仕掛ける「○○○・デー」これからも増
えるかもしれませんね。見終わる          （南坂） 

 


